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＜要求の項目＞ 

 

1. 国民の環境意識を高めるとともに、地域レベルの環境問題に対する取り組みを強化する

。 

 

(1) 地球温暖化の進行で、台風の大型化が進み、世界的にも異常気象が増加している。温室

効果ガス６％削減のため、日本政府は環境保全についての国民の意識を高め、家庭、地域、

学校、職場で環境教育を行い、「チーム・マイナス６％」の取り組みを推進する。また、

環境問題がいかに重要な課題か、広報活動を充実させて情報の浸透をはかり、国民の理解

を深める。 

(2) 各企業の従業員およびその家庭を対象とした環境啓発活動や環境家計簿等での診断、地

球にやさしいライフスタイルへの転換やワークスタイルの見直し等の運動の推進を、労使

が協力して行っていく。また、地域レベルで行政、各種事業者、住民が一体となった街ぐ

るみの運動を起こしていく。 

(3) ｢環境教育推進法｣に基づき、行政のみならず、国民、事業者、民間団体が積極的に環境

保全活動に取り組む。環境教育の推進については、学校教育および社会教育における必要

な施策を講じ、自然環境の保護やリサイクルの実践につながる体験学習等の充実をはか

る。 

(4) 地域の地球温暖化対策を推進するため、現在 42 道府県に設置されている「都道府県地球

温暖化防止活動推進センター」を早急に全県に設置する。また、地球温暖化防止活動推進

センターを通じて、地方公共団体、企業、労働組合、ＮＰＯ、国民との連携を強化する。 

(5) 地方自治体は、環境に関わる実態を把握し、自治体の改善目標を定め、環境関連条例の

制定を進める。都市計画を策定する場合は、行政、各種事業者、住民が一体となり進める。 

(6) 「環境影響評価」制度の運用にあたっては、地域の意見を最大限尊重し、住民の理解を

促進し、情報の整備・提供・普及を進める。 

(7) 大都市圏等での大気汚染改善のため、排出ガス低減に向け、バイオマス燃料、燃料電池

等の新技術開発を進めるとともに、環境対応車の普及･促進に向けた支援をする。また、

効率的・体系的な道路整備等をはじめとする交通流対策を推進する。 

(8) ヒートアイランド対策については、緑化地域の確保・保存等、地域の温暖化防止と環境

保全の対策を進める。 

(9) 米軍基地による周辺地域への環境汚染が懸念されていることから、実態調査を行い、適

切な対策を講じる。また、基地の返還にあたっては、跡地利用の際に支障とならないよう、

化学物質で土壌・水質が汚染されている箇所を浄化する等、原状を回復させる。 

(10)大気汚染による被害者を救済するため「公害健康被害補償法」等補償制度を見直すとと

もに、複合的な影響を調査し、新たな認定と救済の制度を確立する。 
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2. 「京都議定書目標達成計画」に基づき、1990年比６％の温室効果ガスの削減目標の達成

のための実効性ある温暖化防止対策を推進する。 

 

(1)「６％削減目標」の実現に向け、各府省が連携して、森林吸収源 3.8％の確保を含め、京

都メカニズムの活用等、実効性を高めつつあらゆる対策に早急に取り組む。 

(2) 産業部門、運輸部門、業務その他部門、家庭部門、エネルギー転換部門の各部門ごとに

着実に、国民全体で対策・施策を進める。 

  特に、排出量が増えている業務その他部門と家庭部門の取り組みを強化する。 

【産業部門】政府は、日本経団連の各業種別自主行動計画の目標達成の確実性を高める。 

  また、省エネ法に準じ一定規模以上の事業者からの温室効果ガス排出量算定・報告・公

表制度を着実に推進する。 

【運輸部門】都市計画やまちづくり、公共交通機関の利用促進策等、国や地方公共団体等

の対策を強化する。 

  また、モーダルシフト・荷主と運送事業者の連携による物流の効率化、温室効果ガス

の排出が少ない天然ガスやエタノール入りガソリン燃料への転換、クリーンエネルギー

自動車や燃料電池車、低公害車・低燃費車の普及促進をめざす。政府はインフラ整備と

して、ガソリンスタンドやＬＰガススタンドにクリーンエネルギー専用の燃料供給設備

を併設するエコステーションへの運営補助事業を進める。 

【業務その他部門】対象が病院・学校、卸小売、ホテル・旅館、飲食店、事務所・ビル等

と多岐にわたることから、政府は横断的な施策を講じ、その対象ごとにきめ細かな対策

を実行する。 

  また、ビル用エネルギーマネジメントシステム（ＢＥＭＳ)をはじめ、建築物の省エネ性

能向上を高めるための施策を講じるとともに、ＯＡ機器や業務用空調機器等の省エネ性能

を向上させる。 

【家庭部門】政府等による情報提供・広報活動、教育等を充実し、国民各界各層の主体的

な取り組みや、創意にあふれた家庭や地域のアイデアを引き出し、それを活かす対策を

強化する。 

  また、住宅の省エネ性能を向上させるとともに、家庭用エネルギーマネジメントシス

テム（ＨＥＭＳ）が早期に市場導入できる施策を講じる。 

  さらに、省エネ型機器の省エネ性能の向上と普及を推進するとともに、住宅用の太陽光

発電や太陽熱利用、燃料電池の普及・促進に向けた措置を講じる。 

【エネルギー転換部門】再生可能エネルギー、余剰エネルギー、天然ガスの活用を推進する

とともに、太陽光発電、風力発電およびバイオマスエネルギー等の利用を一層拡大させる

ための技術開発を進める。 

  また、発電段階でＣＯ2を排出しない原子力発電については、安全確保を大前提として、

現行設備の利用率の向上をはかるとともに、天然ガス火力発電所についても設備利用率の
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向上をはかる。 

(3) 温室効果ガスの排出削減に向けて、エネルギーの効率的な利用を進めるとともに、革新的

なエネルギー技術の研究開発にあたっては、予算措置を講じる。 

(4) 森林吸収源 3.8％が確保できるように、森林整備や都市緑化を推進する。また、６％削減の

ためには、補足的な手段である京都メカニズム(共同実施、クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）、

国際排出量取引)の計画的な活用も必要であり、そのために、国と産業界が連携して体制整備

を早急にはかる。 

  国内排出量取引制度については、2006 年４月から 2007 年５月まで、自主参加型制度が

実施されている。政府は早急に実態を把握して、制度について検証を行う。 

(5) 各区分や部門にまたがる横断的対策は、複数の対策・施策を適切に組み合わせ、削減の確実

性を高め、環境と経済の両立をはかる。 

  温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度で、ＰＤＣＡサイクルを通じた排出活動の管

理を行い、各主体の自主的な排出量抑制対策や、国民各界各層の理解を一層深める。 

  「環境税（仮称）」の検討にあたっては、既存税制との整合性、税の効果、税収の使途等

を明確にするとともに、政府としての統一的な考え方を明らかにしたうえで、国民的な議論を

尽くす。 

(6) 横断的施策の１つである「サマータイム」制度については、地球温暖化防止・省エネの

効果とともに、ライフスタイルの見直しの観点から前向きに検討する。 

    導入にあたっては、政府に対してリーダーシップの発揮を求めるとともに、長時間労働等

への懸念や克服すべき課題に対する対応策を明らかにしたうえで、国民的議論を通じて、環境

意識とライフスタイルの見直しに向けた意識の醸成と合意形成に努める。 

(7) 「地球温暖化防止活動推進センター」の設置と運営にあたっては、地域のＮＰＯの参加、

専門知識を持つ人材の育成や配置等ソフト面での機能を充実させる。 

(8) 地方自治体は、住民参加を基本として、各地域での温室効果ガスの削減目標を定めた「地

球温暖化対策地域推進計画」の作成を進める。 

 

 

3. 循環型社会の構築に向けて、｢循環型社会形成推進法｣に基づき、関係府省が連携して総

合的な取り組みを推進する。 

 

(1) 発生抑制（リデュース)・再使用（リユース)・再利用（リサイクル)の「３Ｒ」の推進に

基づく循環型社会の形成に向けて、「循環型社会形成推進基本計画」の点検を踏まえ、着

実に実践していく。 

①製品の設計に際しては、環境適合設計（ＤｆＥ）をめざし、製品および使用における廃

棄物の発生を可能な限り低減し、リサイクルおよび処分等、商品ライフサイクルアセス

メント(ＬＣＡ)手法（注２）の適用を早期に確立し、広範な活用を進める。 

②製造者・流通業者・利用者・処理事業者それぞれの排出責任を明確にするとともに、処
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理費用の負担のあり方等を明らかにする。 

③廃棄物処理事業者の適正処理の原則、原状回復の義務づけ等の責任を明らかにする。こ

の場合、原状回復等のための責任担保の手法(保険制度や基金の創設等)を取り入れる。 

④廃棄物処理法等既成法との整理を行い、縦割り行政の弊害を排除し、一元的な実施体制

を確立する。 

⑤循環型社会経済システム構築のために、基本計画には製品ごとのリサイクル可能率、回

収率、リサイクル率等の目標値の設定と、管理システムの構築を盛り込んだ年次ごとの

推進計画を策定する。 

⑥リサイクル事業･産業の育成、市場の整備、技術開発の推進、人材の育成、環境教育の徹

底、施設整備、ＮＧＯへの支援等を基本計画に盛り込む。 

⑦各地方自治体は、廃棄物の発生抑制およびリサイクルの現状に関する情報を提供する。 

(2) 「容器包装リサイクル法」は 2006 年の通常国会で見直され、2008 年４月には完全施行

される。法改正にともなう政省令については、生産者責任と排出者責任を明確にしたうえ

で、すべての関係者が排出抑制に向けて、共同して取り組む。 

①循環型社会形成推進法の基本原則に基づき、優先順位を発生抑制（リデュース）、再使

用（リユース）、再利用（リサイクル）とする。 

②循環型社会の構築等に係る効果とのバランスを常に考慮しつつ、容器包装のリサイクル

に要する社会全体のコストを可能な限り効率化させる。 

③国・地方自治体・事業者・国民等すべての関係者が、相互に連携して積極的な対応を進

める。 

④事業者が市町村に資金を拠出する新たな仕組みが創設されるが、より効果的・効率的に

３Ｒを推進する観点から、その運営にあたっては、市町村は分別基準適合物の質や再商

品化費用の低減額に着目して実施する。 

(3) 一般廃棄物の処理に際しては、排出者としての地域住民と収集・運搬・処理・処分にあ

たる各事業主体の責任と役割を明らかにし、次のように取り組む。 

 ①資源循環型社会経済システムの構築に向け、有価物の分別や生ごみのコンポスト化等減

量努力の促進と、分別排出・収集を徹底する施策を講じる。 

 ②一般廃棄物の処理費用の徴収を検討する場合は、排出者責任と適正処理のための費用の

あり方を明確にする。家庭ごみ有料化を検討する場合は、住民の合意を前提とする。 

 ③爆発性・毒性・感染性等があり、人の健康や生活環境に被害が生じる恐れのある適正処

理困難物については、拡大生産者責任の観点から、事業者による自己回収・費用負担の

対応を検討する等、原則、行き場のない廃棄物をなくす。 

 ④廃棄物処理法第５条にある廃棄物減量等推進員を全自治体に配置し、ごみの減量化と再

生利用を促進する。 

(4) 一般廃棄物処理の広域化による焼却施設については、循環型社会構築の観点から焼却処

分中心の廃棄物行政を見直す。また、構成市町村での分別収集と資源のリサイクル化を徹

底し、ごみの削減をはかることを前提に、最小限規模の施設とする。このことに関わって
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焼却施設におけるごみ発電については、過度な計画を立てない。 

(5)「家電リサイクル法」の改正にあたっては、廃家電のおよそ半数が法定通りに処分されず、

中古市場や海外等に流れているという現状から、早急に流通の実態調査を行い公表する。 

(6) 循環型社会形成のために、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グ

リーン購入法）に基づく環境にやさしい商品の積極的な購入運動を推奨する。 

 

 

4. 環境と経済の好循環モデルの実現と、各企業の環境対策を促進するため、環境関連事業

・産業育成のための支援を拡充する。 

 

(1) 環境関連事業・産業（リサイクル・省エネルギー等）を重要分野と位置づけ、その育成

に努めるとともに、各産業・企業における省エネ・省資源のための活動を積極的に支援す

る。具体的には以下の施策を実行する。 

 ①産業界の研究・開発活動を支援し、奨励する。 

 ②環境関連技術・設備の広範な導入に対する支援を強化する。 

(2) ＩＳＯ14001 等の環境関連規格の取得促進をはかり、労使によるシステムの運営と監査

を進める。特に中小企業にとっては、人的・費用負担も大きいことから、導入が進むよう

な情報の提供と支援強化をはかる。 

(3) 環境技術の研究・開発・導入に対する助成や、税制上の優遇措置を整理し、窓口の一本

化・情報の一元化を進める。また、各種制度のメニュー提示等、制度を利用しやすい条件

を整備する。 

(4) 環境技術の実証・導入段階までの開発プロジェクトを、産官学共同で積極的に進める。

(5) 国民が環境への取り組みを検証できるシステムとして、企業が導入を進めている環境会 

計制度を普及させるとともに、各府省でも積極的に導入し、環境に配慮した政策を展開す

る。 

  また、環境報告書のさらなる普及促進とその信頼性をはかり、エネルギー消費等の公表

事業者の拡大や、環境ラベルによる製品情報の提供を普及させる。 

 

 

5. 自然と共生する社会の実現をはかるため、自然環境の保全を推進するとともに｢水基本

法（仮称）｣の制定等を総合的に進める。 

 

(1) 地球環境・生命の基本である水について、水が人々の基本的人権・共有財産であること

を前提に、水利用のあり方と自然環境の保全、水循環の確保を基本に、水行政の一元化と

総合的水管理制度、水行政の公正・透明性を確立した「水基本法（仮称）」を制定する。 

(2) 安全で良質な飲料水を供給し、また水環境を保全するため、水源から各戸に至る総合的

な水質確保の対策を推進する。水質基準については、生態系保全を考慮し、規制を強化す
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る。 

(3) フッ素が規制物質になっていることや、人体・水環境全体への影響等多くの問題点が指

摘されていることから、水道水へのフッ素の添加は行わない。 

(4) 水質・環境保全の観点から、森林や農地等に対する農薬等の使用は必要最小限とする。 

(5) 生活雑排水を主因とする河川・湖沼の水質低下を防止するため、地域の実情に応じ、下

水道、浄化槽等生活排水処理施設の整備を推進する。 

(6) 節水型社会の構築をめざし、水資源の節約・有効利用をはかるため、雨水・再生水を利

用するシステムを導入する。 

(7) 国土の保全、木材の供給および二酸化炭素の吸収・固定等、森林の持つ多面的機能の持

続的発展と資源循環型社会の構築に向け、森林・林業基本計画および地球温暖化防止森林

吸収源対策に基づく森林整備や保全管理の推進をはかる。 

(8) 民有林と国有林の総合的・一元的な管理体制を推進し、機能類型に応じた森林の管理・

運営を進めるとともに、国民参加による森林づくりを進める。 

(9) ｢生物多様性条約｣を踏まえ、絶滅の危機にさらされている野生動植物の保護や自然環境

の保全等を進める。生物多様性の損失速度を 2010 年までに顕著に減少させる「生物多様性

2010 年目標」に向けて、日本政府は国際的にも協力しながら、生物多様性の確保に努める。

また、外来動植物による生態系への悪影響が生じている場合は、迅速に駆除する。 

 

 

6. 産業廃棄物の排出者責任の徹底と適正処理・処分の明確化、原状回復義務の明確化等適

正処理の仕組みを確立する。 

 

(1) 事業活動に伴って排出されるがれき類、汚泥等産業廃棄物の不法投棄を一掃するため、

廃棄物処理法を改正し、循環型社会構築のために、「拡大生産者責任」を明確にした制度

をつくるとともに、電子マニフェストの添付を義務づける。 

  また、指導権限のある「環境Ｇメン」制度を全国の自治体の中に創設し、環境パトロー

ルを徹底する等、監視システムを確立する。そのための人的・財政的措置を行う。 

  2004 年に環境省が公表した｢不法投棄撲滅アクションプラン｣を積極的に推進すると

ともに、不法投棄を早い段階から発見するため、地域住民による情報を求める｢不法

投棄ホットライン｣の周知をはかる。 

(2) 石綿を含む廃棄物は、有害性を有するとともに、建築物の解体等の増加により、大量に

発生することから、安全に処理するため、無害化技術を早急に開発・普及する。 

(3) 産業廃棄物処分場周辺の環境負荷を低減するため、モニタリング体制と公表制度を強化

し、処理品目の区分や設置基準を厳格に適用する。また、処分場への搬入基準・維持管理

基準の遵守を徹底し、不適正処理を未然に防止する。 

(4) 医療廃棄物による労働災害や地域の感染・汚染リスクを回避するため、医療系廃棄物の

適正処理と分別を徹底する。 
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(5) 産業廃棄物処分場の新たな設置については、以下の事項に配慮して進める。 

 ①処分場の設置は、受け入れ地域の住民の合意を前提とする。さらに施設設置事業者と住

民との間における「運営協議会」の設置や「環境保全協定」の締結等を制度化し、市民

参加による運営を行う。 

 ②処分場の確保は、事業者の責任の所在を明確にしたうえで、公的関与のもとで進める。 

 ③広域処理・処分を充実させる場合は、処分場設置場所周辺の万全な環境保全対策の実施

と、関係する都道府県、市町村の合意と事前の計画策定、情報公開を前提として進める。 

 ④すでにある処分場については、官民を問わず責任の明確化および環境保全と維持管理を

徹底する。また、不法投棄を含む過去の処分状況については、調査と公表を徹底する。 

(6) 自然災害の廃棄物処理については、現行の被災自治体処理費用の２分の１の国庫補助を

確実なものとして、現状被害に合わせて引き上げる。 

(7) 産業廃棄物処理・処分の民間事業者委託の入札にあたっては、当該民間事業所の労働者

に対する労働基準法・労働安全衛生法等の労働関係法規の遵守を義務づけ、定期的な点検

を行う。 

 

 

7. アスベスト問題について、「石綿健康被害救済法」による救済制度で、労災補償等によ

る救済の対象とならない被害者の救済を迅速に進める。 

 

(1) 石綿健康被害救済法を５年を待たずに、以下の内容で見直す。 

 ①石綿健康被害基金に対する国の負担を増やす。 

 ②基金へ拠出する特別事業場の認定要件については、労災認定件数を除外する。 

 ③一般被害者の中皮腫と肺ガンに限定している対象を、労災で認められている石綿肺等へ

認定を広げる。 

(2) 確定診断のできる拠点病院を整備し、早期発見と治療を迅速に行う。 

(3) 一般被害者およびその家族に対するメンタルヘルスケアを実施する。 

(4) 諸外国と協力して、治療方法の開発を目指し、研究への支援を行う。また、医師等に対

する研修を充実する。 

(5) 政府の実施するアスベスト対策を総合的に行う「国民アスベスト会議」等の第三者機関

を設立し、広報・各種調査・政策提言を行う。 

 

 

8. 実効ある化学物質管理に向けた取り組みの強化と有害物の排出削減等、人の健康と生態

系に影響をおよぼす化学物質対策を強化する。 

 

(1) 化管法（「特定化学物質の環境への排出量等及び管理の改善の促進に関する法律」）、

化学物質管理指針および予定される「化管法」改正の方向性について、事業者へ周知徹底
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する。 

(2) 化学物質に対する国民の安全・安心を確保するため、「化管法」の見直しにあたっては、

４つの重点取り組み事項、①科学的な環境リスク評価の推進、②効果的・効率的なリスク

管理の推進、③リスクコミュニケーションの推進、④国際的な協調の下での国際的責務の

履行と積極的対応、を踏まえたものとする。 

(3) 第三次環境基本計画で決定された、中長期目標（2025 年頃まで）の①リスクに関する科

学的な知見の充実、②予防的アプローチの適用、③理解と相互信頼関係の構築と行動、④

国際協調と国際貢献について、目標達成の年次を前倒しする。 

(4）有害物質の動植物への影響に着目した管理・審査体制を強化する。 

 ①製品中に含まれる有害物質の把握と、工場等から排出される有害物質のモニタリング体

制を確立する。 

 ②有害性評価試験法の開発・普及と、人材育成を促進するための財政措置を講じる。 

(5) 災害のみならず、天災（地震、津波、竜巻等）で異常事態の発生が予測できる場合にお

ける、化学物質の環境リスク低減のための管理・運送、消防署との連絡、被災後の汚染状

態調査等、防災体制を盛り込んだガイドラインを政府は作成し、事業場の規模に関係なく

企業のマニュアル作成を促進する。 

 

 

9. 環境対策分野における国際協力活動等、国際レベルでの環境対策を強化する。 

 

(1) あらゆる国際会議において、労働組合を正式に位置づける。そのため、労働組合が正式

なメンバーとして参加できるように、政府は国際機関に対して働きかける。 

(2) ポスト京都議定書については、米国・中国等の主要排出国が削減の義務を負う新たな枠

組みの構築に向け、積極的な役割を果たす。 

(3) 日本の技術力・経済力を活かした省エネルギー・省資源の推進、排出削減のクリーン開

発メカニズム（ＣＤＭ）等の協力・援助に積極的に取り組み、開発途上国への技術協力を

行う等、地球的規模の環境保全に供する環境対応能力を強化する。 

  政府は海外進出企業に対して、国際協調の観点から、日本の優れた技術水準を活用して、

環境・労働安全衛生対策を徹底するよう働きかける。 

(4) 国際レベルの温暖化防止や酸性雨対策等を強化するため、開発途上国や隣接するアジア

地域の各国に対して、環境保全・安全対策強化のためのＯＤＡ(政府開発援助)を抜本的に

拡充する。また、労働組合が行う環境対策分野の国際協力活動を、ＯＤＡの対象の一つと

して支援･強化する。 

(5) ＷＴＯ（世界貿易機構）協定やＦＴＡ等の国際協定には、「環境条項」を規定するよう

働きかける。 

 

 



６６６６．．．．環境保全環境保全環境保全環境保全、、、、食食食食のののの安全安全安全安全とととと農山漁村農山漁村農山漁村農山漁村のののの活性化活性化活性化活性化 
（（（（環環環環    境境境境    政政政政    策策策策）））） 

 

 

（注１）化管法（「特定化学物質の環境への排出量等及び管理の改善の促進に関する法律」） 

    ～ 「化管法」は、化学物質排出・移動量届出（ＰＲＴＲ）制度および化学物質安全性データシー

ト（ＭＳＤＳ）制度を通じて、事業者による化学物質の管理改善を促進し、環境の保全上の支障

を未然に防止することを目的としている。しかし、2005 年度の総務省勧告では、ＰＲＴＲデータ

の届出義務がありながら、制度の不知、理解の不足等により届け出が行われていないケースが指

摘されている。また、ＭＳＤＳの提供がされていない事例や、化学物質管理指針の周知がされて

いない状況も指摘されている。環境省のアンケートでは環境ＮＧＯにおけるＰＲＴＲ制度の認知

度が低く、「化管法」の国民・事業者へのさらなる浸透が課題となっている。 

（注２）ライフサイクルアセスメント(ＬＣＡ)手法 ～品物の生産(材料、製造過程)から消費・廃棄

までの資源枯渇量、廃棄物、環境汚染量等を調査、分析、評価する方法。これを指標化して示せ

ば、製品が環境にどれだけやさしいかわかり、材料・製品を選びやすくなる。 

 

 


